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令和５年度ストップ・ザ・交通事故県民運動：概要版

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

期 間

やさしさと 笑顔で走る 兵庫の道

スローガン

みんなでつくる 通学路の交通安全
思いやる 気持ちで守る 高齢者

推進テーマ

１ 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
２ 安全運転意識の向上
３ 自転車の交通安全
４ 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
５ 全ての座席のシートベルトの正しい着用と

チャイルドシートの適正な使用の徹底

運動重点

春の全国交通安全運動
５月１１日（木）～５月２０日（土）

夏の交通事故防止運動
７月１５日（土）～７月２４日（月）

秋の全国交通安全運動
９月２１日（木）～９月３０日（土）

年末の交通事故防止運動
１２月１日（金）～１２月１０日（日）

四季の運動

交通安全意識を高める日 四季の運動の初日
自転車安全利用の日 毎月２日
横断歩道おもいやりの日 毎月１１日
高齢者交通安全の日 毎月１５日
シートベルト・チャイルド
シート着用啓発強化の日 毎月１５日

交通安全の日

子供・高齢者 しっかり見つめて交通安全運動

趣旨
次代を担う子供のかけがえのない命を交通事故から守ることが重

要です。また、高齢者の人口や高齢運転者の増加に伴い、高齢者の
関係する交通事故が顕著となっています。これらの情勢に的確に対
処するため、子供と高齢者自身が、交通ルールの遵守と正しい交通
マナーの実践を習慣付けるとともに、社会全体で子供と高齢者を思
いやる意識を醸成しましょう。

県民のみなさまにお願いすること
通学路や生活道路の見守り活動など身近な交通安全の取組
交通安全教育の機会などを通じた交通安全意識の向上
安全運転相談窓口(全国統一ダイヤル＃8080)の活用や安全運転サ

ポート車の利用
子供や高齢者など交通弱者に対する思いやりのある運転

飲酒運転根絶運動

趣旨
飲酒運転は、重大事故に直結する極めて悪質・危険な犯罪です。

その危険性、反社会性を県民一人一人が認識することにより、｢飲酒
運転は絶対に許さない｣兵庫を実現し、飲酒運転を根絶しましょう。

県民のみなさまにお願いすること
飲酒運転追放｢三ない運動｣と｢ハンドルキーパー運動｣の実践
「三ない」・・・①酒を飲んだら運転しない ②運転するときは酒を飲まない

③運転する人には酒を飲ませない
「ハンドルキーパー」・・・自動車で複数の人が飲食店などで飲酒する場合、

帰りの運転のために飲酒しない人を事前に決める

事業所などでのアルコールチェックによる飲酒運転防止
自転車や電動キックボードも車両であり、飲酒運転は厳禁

シートベルト・チャイルドシート着用運動

趣旨
シートベルトの正しい着用やチャイルドシートの適正な使用は、

自動車乗車中の交通事故発生に際して、被害軽減効果が高いことか
ら、全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの適正な使
用を徹底しましょう。

県民のみなさまにお願いすること
後部座席を含めた全ての座席でシートベルトの正しい着用を徹底

すること
チャイルドシートの確実な取付けと適正な使用

夕暮れ時・夜間の交通事故防止運動

趣旨
夕暮れ時は人や車の動きが活発となるほか、夜間にかけて視認性

が低下し、歩行者や自転車の発見が遅れることによる交通事故の多
発が懸念されます。車両の早めのライト点灯、原則ハイビームの活
用、歩行者・自転車利用者の明るい衣服、反射材用品等の活用で夕
暮れ時・夜間の交通事故を防止しましょう。

ライト点灯推奨時間（日没の概ね１時間前に点灯しましょう）

ｄ

横断歩道 おもいやりで事故ゼロ運動

趣旨
横断歩道横断時における重大な交通事故が発生している状況を踏

まえ、横断歩道は歩行者優先であるという交通ルールの遵守と歩行
者に対するおもいやりで、横断歩道での交通事故ゼロを目指しま
しょう。

県民のみなさまにお願いすること
｢横断歩道合図(アイズ)運動プラス｣の実践
歩行者による信号無視や斜め横断など危険な

道路横断の厳禁

自転車安全利用推進運動

趣旨
自転車による信号無視や一時不停止は、交通事故に直結する危険

な行為です。自転車が道路交通法に定められた車両であることを基
本に、｢道路交通法｣や｢自転車の安全で適正な利用の促進に関する条
例｣に定める交通ルールの周知と安全な自転車利用の環境づくりを推
進するとともに、必ず自転車保険への加入をしましょう。

県民のみなさまにお願いすること
｢自転車安全利用五則｣にある交通ルールの遵守
①車道が原則、左側を通行、車道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯 ④飲酒運転は禁止 ⑤ヘルメットを着用

自転車の定期的な点検整備
電動アシスト自転車や幼児同乗用自転車の安全な利用
全ての自転車利用者のヘルメット着用
自転車保険の加入

詳しくはこちら

季 節 点灯推奨時間

秋季・冬季（９月～２月） 午後４時

春季（３月～５月） 午後５時

夏季（６月～８月） 午後６時

県民のみなさまにお願いすること
点灯推奨時間を目安とした早めのライト点灯
前照灯の自動点灯（オートライト）機能の活用
対向車や先行車がいない状況における原則走行用前照灯

（いわゆるハイビーム）の活用
外出時の明るい衣服等の着用や反射材用品等の活用

主唱：兵庫県交通安全対策委員会

この運動を進めるにあたり、県内１３０
の推進機関・団体及び協働団体があり
ます。

全体版はこちら


